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自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
熊
谷
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八―

五
二
二―

四
八
五
五
） 

 

ヘ 

埼
玉
県
秩
父
市
大
野
原
四
百
九
十
一
番
地
一
関
東
森
林
管
理
局
埼
玉
森
林
管
理
事
務
所
内 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
秩
父
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
九
四―

二
二―

六
一
五
七
） 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号 

 
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ

り
、
令
和
七
年
度
の
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 



請求の受付件数及び処理件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実 施 機 関 

受 付 件 数 令 和 ７ 年 度 処 理 件 数 令和８年 

３月末現在

未処理件数 
令和７年度 

受 付 件 数 

前年度から

の繰越件数 
計 開示 部分開示 不開示 取下げ 計 

知 事 13,126 1,048 14,174 1,314 12,594 170 88 14,166 8 

教 育 委 員 会 780 16 796 260 322 153 26 761 35 

選 挙 管 理 

委 員 会 
235 0 235 31 158 35 10 234 1 

監 査 委 員 49 0 49 13 28 8 0 49 0 

人 事 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

公 安 委 員 会 3 0 3 0 0 3 0 3 0 

警 察 本 部 長 925 154 1,079 383 644 36 2 1,065 14 

労 働 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

収 用 委 員 会 4 24 28 0 27 0 1 28 0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 注１ 当該年度における申出の件数は、１０件である。 

 注２ 「請求」とは埼玉県情報公開条例第７条に規定するものからの請求をいい、「申出」とは同条例第21条第１項に規定するものからの

申出をいう。 

 注３ 件数は、公文書の件数である。 

内 水 面 漁 場 

管 理 委 員 会 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

公 営 企 業 

管 理 者 
32 0 32 0 23 0 9 32 0 

下 水 道 事 業 

管 理 者 
62 0 62 50 7 0 5 62 0 

地 方

独 立 

行 政 

法 人 

県 立

大 学 
1 0 1 1 0 0 0 1 0 

県 立

病 院

機 構 

9 0 9 1 2 0 2 5 4 

合 計 15,226 1,242 16,468 2,053 13,805 405 143 16,406 62 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕
上 

一 

指
定
医
療
機
関 

戸
田
わ
ら
び
み
み
は

な
の
ど
ク
リ
ニ
ッ
ク 

お
お
こ
し
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク 

上
尾
内
科
循
環
器
内

科 は
る
在
宅
ク
リ
ニ
ッ
ク 

い
り
そ
内
科 

眼
科 

城
下
医
院 

所
沢
桜
ク
リ
ニ
ッ
ク 

名 
 

称 

医
療
法
人
暁
仁
会 

医
療
法
人
社
団
進

修
会 

医
療
法
人
上
尾
内

科
循
環
器
科 

医
療
法
人
社
団
虎

乃
会 

乾 

多
久
夫 

城
下 

哲
夫 

茂
出
木 

成
幸 

開 

設 

者 

名 

蕨
市
錦
町
一―

一
二―

一
ビ
バ
モ

ー
ル
蕨
錦
町
メ
デ
ィ
カ
ル
ゾ
ー
ン 

草
加
市
草
加
四―

一―

九
ル
ピ
ナ

ス
草
加
Ⅱ
二
〇
五
号 

上
尾
市
今
泉
四―

二―

一
二 

狭
山
市
祇
園
一
七―

七
水
村
ビ
ル

Ｅ
号
室 

狭
山
市
南
入
曽
五
六
五―

一
一
入

曽
メ
デ
ィ
カ
ル
ビ
ル
三
階 

加
須
市
日
出
安
九
五
四―

一 

所
沢
市
く
す
の
き
台
一―

一
四―

五
グ
ラ
ン
エ
ミ
オ
所
沢
一
階 

所 
 

在 
 

地 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
六
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
六
月

一
日 

令
和
八
年
六
月

一
日 

指

定

年

月

日

 



 

さ
く
ら
薬
局 

加
須

店 さ
く
ら
薬
局 

所
沢

緑
町
店 

あ

お

い

調

剤

薬

局 

小
手
指
ハ
ナ
ミ
ズ
キ

店 あ
い
ゆ
う
歯
科
三
郷

診
療
所 

志
木
駅
前
お
り
い
ろ

歯
科 

な
か
や
歯
科 

東

松

山

 

Ｊ

ｕ

ｎ 

Ｄ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｌ 

Ｃ
ｌ

ｉ
ｎ
ｉ
ｃ 

や
わ
ら
ぎ
歯
科
医
院 

ふ
な
く
し
皮
膚
科
ク

リ
ニ
ッ
ク 

み
ず
ほ
台
ホ
ー
ム
ケ

ア
ク
リ
ニ
ッ
ク 

ひ
ざ
と
腰
の
整
形
外

科 

ク
ラ
フ
ト
株
式
会

社 ク
ラ
フ
ト
株
式
会

社 あ
お
い
調
剤
薬
局

株
式
会
社 

医
療
法
人
社
団
あ

い
め
い
会 

医
療
法
人
山
村 

医
療
法
人
仁
昭
会 

竹
ノ
谷 

淳 

医
療
法
人
や
わ
ら

ぎ
会 

医
療
法
人
み
な
と 

医
療
法
人
社
団
エ

ム
ア
ー
ル 

医
療
法
人
恒
善
会 

加
須
市
土
手
二―

一
五―

七
四 

所
沢
市
緑
町
四―

六―

四 

所
沢
市
小
手
指
町
一―

三
八―

一

〇 三
郷
市
戸
ケ
崎
三―

五
七
七 

新
座
市
東
北
二―

三
五―

三
ｏ
ｒ

ｉ
ｉ
ｒ
ｏ
志
木
レ
ジ
デ
ン
ス
一
階 

深
谷
市
上
野
台
二
四
六
七―
二 

東
松
山
市
御
茶
山
町
一
五―

一
五 

加
須
市
中
央
二―

一
一―

三
〇 

三
郷
市
中
央
一―

二―

一
ザ
・
ラ
イ

オ
ン
ズ
三
郷
中
央
Ｃ
棟
一
〇
四
区

画 富
士
見
市
東
み
ず
ほ
台
三―

三―

一
一
メ
デ
ィ
ッ
ク
ビ
ル
二
階 

朝
霞
市
根
岸
台
三―

二
〇―

一
カ

イ
ン
ズ
朝
霞
店
二
Ｆ 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
六
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
六
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 



 

指
定
訪
問
看
護
ア
ッ

ト
リ
ハ
藤
塚 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
お
け
が
わ 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
心
の
色 

上
尾 

市
川
薬
局 

ス
ギ
薬
局 

亀
久
保

店 さ
く
ら
薬
局
下
蓮
田

店 一
般
社
団
法
人
三
郷

市
薬
剤
師
会
会
営
三

郷
調
剤
薬
局 

ス
ギ
薬
局 

丸
広
入

間
店 

花
・
花
薬
局
梅
田
本
町

店 ド
ラ
ッ
グ
セ
イ
ム
ス
春

日
部
一
ノ
割
４
丁
目

薬
局 

コ
ス
モ
ス
調
剤
薬
局

本
庄
け
や
木
店 

株
式
会
社
Ａ
Ｔ 

医
療
法
人
み
ず
ほ

会 株
式
会
社
リ
ケ
ア

ー ク
ラ
フ
ト
株
式
会

社 株
式
会
社
ス
ギ
薬

局 河
北
調
剤
株
式
会

社 一
般
社
団
法
人
三

郷
市
薬
剤
師
会 

株
式
会
社
ス
ギ
薬

局 株
式
会
社
エ
フ
ア

ン
ド
エ
フ 

株
式
会
社
富
士
薬

品 株
式
会
社
コ
ス
モ

ス
薬
品 

春
日
部
市
藤
塚
一
二
四
九―

一 

桶
川
市
下
日
出
谷
西
一―

九―

二 

上
尾
市
上
尾
下
六
五
四―

二
Ｄ
ｒ

ｅ
ａ
ｍ 

Ｏ
ｎ
ｅ
一
〇
二
号
室 

比
企
郡
小
川
町
小
川
四
九
七―

一

一 ふ
じ
み
野
市
亀
久
保
一
二
三
九―

三 蓮
田
市
蓮
田
三―

一
四
三 

三
郷
市
半
田
一
〇
一
一―

二 

入
間
市
豊
岡
一―

六―

一
二
丸
広

百
貨
店
入
間
店
一
階 

春
日
部
市
梅
田
本
町
二―

五―

五

桐
要
ビ
ル
一―

Ｂ 

春
日
部
市
一
ノ
割
四―

八―

一
六 

本
庄
市
け
や
木
三―

二
六―

五 

令
和
八
年
六
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

十
一
日 

令
和
八
年
六
月

一
日 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
六
月

一
日 

令
和
八
年
六
月

一
日 

令
和
八
年
六
月

一
日 

令
和
八
年
四
月

十
六
日 

令
和
八
年
六
月

一
日 

令
和
八
年
六
月

一
日 

令
和
八
年
六
月

一
日 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

熊
谷
中
央
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

ソ
エ
ル
ガ
ー
デ
ン
熊

谷
訪
問
看
護 

在
宅
医
療
サ
ポ
ー
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

Ｎ

Ａ
Ｇ
Ｉ 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
こ
む
ぎ 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

心
良 

プ
ラ
チ
ナ
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
藤
の

牛
島 

株
式
会
社
フ
ァ
ス

ト
ナ
ー
シ
ン
グ 

ケ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー

株
式
会
社 

株
式
会
社
凪 

株
式
会
社
Ｖ
Ｉ
Ｓ

Ｉ
Ｏ
Ｎ 

株
式
会
社
心 

株
式
会
社
レ
イ
ク

ス
２
１ 

熊
谷
市
円
光
一―

一
四―

一
〇 

熊
谷
市
高
柳
一
〇
〇―

一 

熊
谷
市
佐
谷
田
三
六
二
一―

五 
深
谷
市
桜
ケ
丘
三
九
ワ
イ
ズ
ビ
ル

デ
ィ
ン
グ
二
階 

狭
山
市
堀
兼
六
〇
六 

春
日
部
市
牛
島
一
五
九
〇―

一 

令
和
八
年
五
月

一
日 

令
和
八
年
六
月

一
日 

令
和
八
年
六
月

一
日 

令
和
八
年
三
月

一
日 

令
和
八
年
三
月

二
十
五
日 

令
和
八
年
四
月

一
日 

長
谷
川 

紗
希 

髙
田 

涼
平 

唐
澤 

翔 

氏 
 

名 

   

住 

所 

フ
レ
ア
ス
在
宅
マ

ッ
サ
ー
ジ
上
尾
施

術
所 

は
る
か
鍼
灸
治
療

院 日
本
橋
八
重
洲
接

骨
院 名 

 

称 

施 
 

術 
 

所 上
尾
市
浅
間
台
四―

二
三―

一

〇
ア
ヴ
ァ
ン
セ
上
尾
二
〇
六 

春
日
部
市
米
島
一
一
八
六―

一

八 東
京
都
中
央
区
日
本
橋
三―

五

―

一
二
ニ
ュ
ー
八
重
洲
ビ
ル
一
Ｆ 

所 

在 

地 

令

和

八
年
六
月

一
日 

令

和

八
年
四
月

十
三
日 

令

和

八
年
五
月

一
日 

指

定

年

月

日

 



 

野
口 

和
文 

又
吉 

風
歌 

小
川 

大
空 

山
澤 

俊
之
介 

山
口 

遥
香 

村
石 

俊
介 

      

ベ

ス

ト

治

療

院 

鴻
巣
店 

フ
レ
ア
ス
在
宅
マ

ッ
サ
ー
ジ
川
越
中

央
施
術
所 

く
ろ
ま
め
は
り
き

ゅ
う
あ
ん
ま
院 

オ
リ
ー
ヴ
マ
ッ
サ

ー
ジ
治
療
院 

練

馬 ひ
び
き
ケ
ア
訪
問

鍼
灸
マ
ッ
サ
ー
ジ

治
療
院 

村
石
治
療
院 

鴻
巣
市
鎌
塚
一
八
一
六―
三 

川
越
市
砂
九
二
〇―

八
Ｋ
ハ
イ
ツ

二
〇
一 

本
庄
市
駅
南
一―

二―

二
五
ワ

イ
ヒ
ル
ズ
二 

一
〇
三 

東
京
都
練
馬
区
練
馬
一―

八―

四
コ
ン
フ
ォ
ー
ト
練
馬
二
〇
四 

東
京
都
練
馬
区
豊
玉
北
五―

一

六―

八
メ
ゾ
ン
万
里
練
馬
三
〇
一 

蕨
市
北
町
二―

五―

二
一―

三

〇
八 

令

和

八
年
四
月

一
日 

令

和

八
年
五
月

一
日 

令

和

八
年
五
月

十
五
日 

令

和

八
年
四
月

十
五
日 

令

和

八
年
五
月

十
一
日 

令

和

八
年
五
月

一
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
一
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
医
療
機
関 

訪
問
看
護 

な
か
だ

ん
ご 

ブ
ラ
イ
ト
・
ラ
イ
フ
訪

問
看
護 

か
す
か
べ 

リ
プ
ラ
ス
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
熊
谷

太
田 

桶
川
ク
ロ
ー
バ
薬
局 

マ
リ
ー
ン
北
上
尾
薬

局 吉
川
美
南
こ
ど
も
ク

リ
ニ
ッ
ク 

名

称 

所

在

地 

所

在

地 

所

在

地 

名

称 

開
設
者
名
称 

開
設
者
名
称 

名

称 

変

更

事

項 

所
沢
市
西
狭
山
ケ
丘
一―

二
四
八
五―

五―

一
〇
二 

春
日
部
市
一
ノ
割
二―

五

―

八 

熊
谷
市
肥
塚
六
四
一―

一 

リ
プ
ラ
ス
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
熊
谷 

株
式
会
社
ミ
ル
キ
ー
フ
ァ

ー
マ
シ
ー 

株
式
会
社
ミ
ル
キ
ー
フ
ァ

ー
マ
シ
ー 

ホ
ー
ム
ク
リ
ニ
ッ
ク
吉
川

美
南 

変

更

前 

所
沢
市
東
狭
山
ケ
丘
一―

四
五―

二
〇 

春
日
部
市
南
中
曽
根
六
五

五―

五 

熊
谷
市
妻
沼
一
四
三
五―

一
原
島
ビ
ル
三
階
三
〇
一
号

室 リ
プ
ラ
ス
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
熊
谷
太
田 

株
式
会
社
ミ
ル
キ
ー
マ
リ
ー

ン
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス 

株
式
会
社
ミ
ル
キ
ー
マ
リ
ー

ン
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス 

吉
川
美
南
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ

ク 

変

更

後 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
オ
レ
ン
ジ 

所

在

地 

新
座
市
北
野
一―

二―

二

二 

新
座
市
東
北
二―

一
四―

七
秋
桜
三
九 

一
〇
二
号

室 

丸
山 

修 

物
井 

孝
二 

氏

名 

施

術

所 

施

術

所 

施

術

所 

施

術

所 

変

更

事

項 

所
在
地 

名

称 

所
在
地 

名

称 

所
在
地 

名

称 

所
在
地 

名

称 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

所
沢
市
西
新
井
町
二
二―

一 オ
ー
ロ
ラ
治
療
院 
所
沢

店 さ
い
た
ま
市
桜
区
神
田
一

六―

一 

在
宅
マ
ッ
サ
ー
ジ
ひ
ま
わ

り 

変

更

前 

鶴
ヶ
島
市
脚
折
一
四
四

二―

一 

二―

一
〇
二 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
鶴
ヶ
島

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

入
間
市
東
藤
沢
四―

一

六―

一
二―

二
〇
二 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
入
間
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

川
越
市
霞
ケ
関
北
二―

六―

一―

一
〇
三 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
川
越
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

ふ
じ
み
野
市
築
地
一―

二―

四
サ
ロ
マ
壱
番
館

二
〇
一 

在
宅
鍼
灸
あ
ゆ
む 

変

更

後 



 

工
藤 

潤 

西
山 

兼
太 

野
口 

和
文 

齋
藤 

優
輝 

丸
山 

修 
施

術

所 

施

術

所 

施

術

所 

施

術

所 

施

術

所 

施

術

所 

所
在
地 

名

称 

所
在
地 

所
在
地 

名

称 

所
在
地 

所
在
地 

名

称 
所
在
地 

名

称 

上
尾
市
春
日
一―

一―

五

ク
レ
ー
ベ
ル
ハ
イ
ツ
一
一

〇 か
ら
だ
元
気
治
療
院
県
央

エ
リ
ア
店 

上
尾
オ
フ
ィ

ス 北
本
市
中
丸
五―

一
〇
七

中
丸
ス
カ
イ
ハ
イ
ツ
一
〇

二 上
尾
市
愛
宕
一―

二―

七

Ｎ
Ｋ
上
尾
ビ
ル
四
〇
一 

ら
い
ふ
マ
ッ
サ
ー
ジ
治
療

院 

上
尾
店 

さ
い
た
ま
市
南
区
南
本
町

二―

三―

八
志
賀
パ
レ
ス

ビ
ル
三
〇
四
号 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

久
喜
市
栗
原
二―

八―

五
三 

久
喜
あ
ん
し
ん
治
療
院 

熊
谷
市
筑
波
一―

一
七

三
筑
波
ビ
ル
一
階 

鴻
巣
市
鎌
塚
一
八
一
六

―

三 

ベ
ス
ト
治
療
院 

鴻
巣

店 さ
い
た
ま
市
南
区
南
浦

和
三―

八―

一
五
セ
イ

コ
ー
マ
ン
シ
ョ
ン
一
〇

二 さ
い
た
ま
市
桜
区
下
大

久
保
一
二
一
九―

一―

三
一
四 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
さ
い
た

ま
桜
区
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

さ
い
た
ま
市
緑
区
中
尾

三
四
三―

一―

二
〇
一 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
さ
い
た

ま
緑
区
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 



 

鈴
木 

一
真 

施

術

所 

施

術

所 

所
在
地 

名

称 

所
在
地 

名

称 

（
追
加
） 

（
追
加
） 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
木
崎

四―

一
六―

九 

う
ら
わ
整
骨
院 

熊
谷
市
籠
原
南
三―

三

八
一―

二 

ア
ル
ト
接
骨
院 

熊
谷
市
肥
塚
一
二
〇
〇

―

四 

ア
ル
ト
接
骨
院 

肥
塚 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

こ
い
け
歯
科
医
院 

ひ
な
た
内
科 

ひ
ま
わ
り
薬
局 

さ
く
ら
薬
局 

加
須
店 

や
わ
ら
ぎ
歯
科
医
院 

さ
く
ら
薬
局 

所
沢
緑

町
店 

河
本
耳
鼻
咽
喉
科 

名 

称 

狭
山
市
南
入
曽
九
〇
一―

一
二 

狭
山
市
南
入
曽
五
六
五―

一
一
入
曽
メ
デ
ィ
カ

ル
ビ
ル
三
階 

春
日
部
市
上
蛭
田
一
三
〇―

五 

加
須
市
土
手
二―

一
五―

七
四 

加
須
市
中
央
二―

一
一―

三
〇 

所
沢
市
緑
町
四―

六―

四 

行
田
市
門
井
町
二―

二
四―
四
三 

所 

在 

地 

令
和
八
年
五
月
一
日 

令
和
八
年
四
月
三
十

日 令
和
八
年
四
月
三
十

日 令
和
八
年
四
月
三
十

日 令
和
八
年
四
月
三
十

日 令
和
八
年
四
月
三
十

日 令
和
八
年
五
月
一
日 

廃
止
年
月
日 



 

み
ず
ほ
台
ホ
ー
ム
ケ
ア
ク

リ
ニ
ッ
ク 

新
井
歯
科
分
院 

ひ
ざ
と
腰
の
整
形
外
科 

ス
ギ
薬
局 

丸
広
入
間

店 入
間
黒
須
ク
リ
ニ
ッ
ク 

戸
田
わ
ら
び
み
み
は
な
の

ど
ク
リ
ニ
ッ
ク 

お
お
こ
し
内
科
ク
リ
ニ
ッ

ク 有
限
会
社
成
光
堂
薬
局 

上
尾
内
科
循
環
器
科 

な
か
や
歯
科 

ク
リ
ー
ン
薬
局 

富
士
見
市
東
み
ず
ほ
台
三―

三―

一
一
メ
デ
ィ

ッ
ク
ビ
ル
二
階 

久
喜
市
菖
蒲
町
下
栢
間
字
小
塚
三
〇
七―

一

〇 朝
霞
市
根
岸
台
三―

二
〇―

一
カ
イ
ン
ズ
朝
霞

二
階 

入
間
市
豊
岡
一-

六-

一
二
丸
広
百
貨
店
入
間

店
地
下
一
階 

入
間
市
黒
須
二―

二―

一 

二
Ｆ 

蕨
市
錦
町
一―

一
二―

一
ビ
バ
モ
ー
ル
蕨
錦
町

一
階 

草
加
市
草
加
四―

一―

九
ル
ピ
ナ
ス
草
加
Ⅱ
二

〇
五 

上
尾
市
仲
町
一―
七―

九 

上
尾
市
平
方
四
一
三
八 

深
谷
市
上
野
台
二
四
〇
七―

一 

鴻
巣
市
新
宿
一―

一
五
三 

令
和
八
年
四
月
三
十

日 令
和
七
年
十
二
月
三

十
一
日 

令
和
八
年
四
月
三
十

日 令
和
八
年
四
月
十
五

日 令
和
八
年
四
月
三
十

日 令
和
八
年
四
月
三
十

日 令
和
八
年
四
月
三
十

日 令
和
八
年
四
月
三
十

日 令
和
八
年
四
月
三
十

日 令
和
八
年
四
月
三
十

日 令
和
八
年
五
月
二
十

一
日 



 

熊
谷
中
央
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

こ
む
ぎ 

岩
田
歯
科
医
院 

市
川
薬
局 

あ
い
ゆ
う
歯
科
三
郷
診
療

所 ふ
な
く
し
皮
膚
科
ク
リ
ニ

ッ
ク 

熊
谷
市
円
光
一―

一
四―

一
〇 

本
庄
市
銀
座
三
丁
目
七―

二 

大
里
郡
寄
居
町
寄
居
八
九
六 

比
企
郡
小
川
町
小
川
四
九
七―

一
一 

三
郷
市
戸
ケ
崎
三―

五
七
七 

三
郷
市
中
央
一―

二―

一
ザ
・
ラ
イ
オ
ン
ズ

三
郷
中
央
Ｃ
棟
一
Ｆ 

令
和
八
年
四
月
三
十

日 令
和
八
年
二
月
二
十

八
日 

令
和
二
年
一
月
二
十

一
日 

令
和
八
年
四
月
三
十

日 令
和
八
年
四
月
三
十

日 令
和
八
年
四
月
三
十

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
辞
退
の

届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

清
水
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ

ク 花
岡
歯
科
医
院 

名 
 

称 

東
松
山
市
西
本
宿
二
一
三
七―

一 

鴻
巣
市
本
町
一―

一―

三 

所 
 

在 
 

地 

令
和
八
年
七
月
三
十
一
日 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

辞

退

年

月

日

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
機
関
と
し 

て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

短
期
入
所
生
活
介

護
事
業
所 

川
里

苑
デ
メ
テ
ル
・
ヴ

ィ
ラ 

名
称 

鴻
巣
市
屈
巣
五

一
五
八 

所
在
地 

社
会
福
祉
法

人
グ
ラ
ン
・

ヘ
リ
オ
ス
会 

開
設
者
名 

短
期
入
所
生
活

介
護 

サ―

ビ
ス
の
種
類 

令
和
八
年
二
月
一

日 

指
定
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
五
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

パ
ル
薬
局
け
や
き
台
店 

パ
ル
薬
局
弥
生
町
店 

名
称 

事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 変
更
事
項 

コ
ス
モ
薬
局 

け
や
き
台
店 

コ
ス
モ
薬
局 

変
更
前 

パ
ル
薬
局
け
や

き
台
店 

パ
ル
薬
局
弥
生

町
店 変

更
後 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

サ―

ビ
ス
の
種
類 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
六
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

   

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
年

輪 み
ん
な
の
薬
局 

ひ
ま
わ
り
薬
局 

名
称 

東
松
山
市
大
谷
四
一

〇
六 

所
沢
市
東
町
一
一―

一
グ
ラ
シ
ス
タ
ワ
ー

所
沢
一
〇
二
号
室 

所
沢
市
東
町
一
一―

一
グ
ラ
シ
ス
タ
ワ
ー

所
沢
一
〇
二
号
室 

所
在
地 

居
宅
介
護
支
援 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

サ―

ビ
ス
の
種
類 

令
和
八
年
三
月
三
十
一

日 平
成
三
十
年
五
月
三
十

一
日 

平
成
二
十
一
年
三
月
三

十
一
日 廃

止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
百
七
十
七
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、

酒
巻
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

就
任 

 

職
名 

氏 
 

 

名 
 

 
 

住 
 

 
 

所 

 

理
事 

栗 

原 

照 

夫 
 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
酒
巻
千
九
百
六
十
九
番
地 

 

同 
 

細 

谷 
 

 

昇 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
九
百
七
十
番
地
二 

 

同 
 

金 

子 

正 

義 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
八
百
九
十
七
番
地 

 

同 
 

栗 

原 

幸
一
郎 

 

同 
 

同 
 

同 
同 

千
九
百
三
十
番
地 

 

同 
 

中 

村 

賢 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
千
八
百
九
十
番
地
二 

 

同 
 

栗 

原 
 

 

功 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
千
九
百
番
地
一 

 

同 
 

石 

川 

敏 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
八
百
八
十
五
番
地 

 

同 
 

矢 

野 

進 

助 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
八
百
七
十
七
番
地 

 

同 
 

田 

村 

一 

郎 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
八
百
六
十
九
番
地 

 

同 
 

𠮷 

田 

孫
兵
衛 

 

同 
 

同 
 

同 

北
河
原
二
百
十
二
番
地 

 

同 
 

須 

藤 

謙 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
三
百
七
十
五
番
地
一 

 

同 
 

齋 
 

悦 

弥 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
五
百
八
十
一
番
地 

 

同 
 

村 

田 

清 

治 
 

同 
 

同 
 

同 

南
河
原
二
千
六
百
三
十
七
番
地
二 

 

監
事 

吉 

田 

勇
次
郎 

 

同 
 

同 
 

同 

酒
巻
千
八
百
六
十
四
番
地 

 

同 
 

栗 

原 
 

 

博 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
四
百
六
十
六
番
地
一 

 

二 

退
任 

 

職
名 

氏 
 

 

名 
 

 
 

住 
 

 
 

所 

 

理
事 

栗 

原 

照 

夫 
 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
酒
巻
千
九
百
六
十
九
番
地 

 

同 
 

細 

谷 
 

 

昇 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
九
百
七
十
番
地
二 

 

同 
 

金 

子 

正 

義 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
八
百
九
十
七
番
地 

 

同 
 

栗 

原 

幸
一
郎 

 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
九
百
三
十
番
地 

 

同 
 

新 
 

 

利 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
九
百
十
五
番
地
一 

 

同 
 

栗 

原 
 

 

功 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
九
百
番
地
一 

 

同 
 

石 

川 

敏 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
八
百
八
十
五
番
地 



 

理
事 

矢 

野 

進 

助 
 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
酒
巻
千
八
百
七
十
七
番
地 

 

同 
 

吉 

田 

勇
次
郎 

 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
八
百
六
十
四
番
地 

 
同 

 

𠮷 

田 

孫
兵
衛 

 

同 
 

同 
 

同 

北
河
原
二
百
十
二
番
地 

 

同 
 

 

内 

喜 

吉 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
二
百
六
十
五
番
地 

 

同 
 

齋 
 

悦 

弥 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
五
百
八
十
一
番
地 

 

同 
 

村 

田 
清 

治 
 

同 
 

同 
 

同 

南
河
原
二
千
六
百
三
十
七
番
地
二 

 

監
事 

中 

村 

賢 
一 

 

同 
 

同 
 

同 

酒
巻
千
八
百
九
十
番
地
二 

 

同 
 

栗 

原 

道 
 

 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
九
百
六
十
八
番
地
一 

 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
五
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
一
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
四
丁
目
十
六
番
三
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
一
次
建
築
協
定
委
員
長 

田 

口 

光 

一 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
一
丁
目
六
百
六
十
四
番
百
五
十
六
他
百
五
十
四
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
六
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
二
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
四
丁
目
二
十
四
番
十
四
号 

 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
二
次
建
築
協
定
委
員
長 

小 

川 

祐 

一 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
四
丁
目
八
百
六
十
七
番
百
八
十
三
他
百
一
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
七
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
三
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
鳩
ケ
丘
二
丁
目
二
十
二
番
八
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
三
次
建
築
協
定
委
員
長 

中 

西 

順 

一 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
一
丁
目
六
百
六
十
四
番
三
百
十
九
他
四
十
七
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
八
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
四
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
鳩
ケ
丘
二
丁
目
二
十
番
七
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
四
次
建
築
協
定
委
員
長 

猪 

狩 

鞠 

子 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
鳩
ケ
丘
二
丁
目
六
百
六
十
四
番
五
百
八
他
百
二
十
四
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
十
九
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
五
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
鳩
ケ
丘
三
丁
目
十
四
番
一
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
五
次
建
築
協
定
委
員
長 

石 

井 
 

 

徹 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
鳩
ケ
丘
三
丁
目
八
百
六
十
七
番
三
百
四
十
三
他
八
十
二
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
六
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
四
丁
目
二
番
一
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
六
次
建
築
協
定
委
員
長 

石 

川 

邦 

男 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
四
丁
目
六
百
六
十
四
番
四
百
七
十
五
他
百
十
七
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
一
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
七
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
二
丁
目
二
十
八
番
二
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
七
次
建
築
協
定
委
員
長 

中 

村 

哲 

美 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
一
丁
目
千
五
百
十
五
番
四
百
三
十
四
他
百
三
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
二
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
八
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
二
丁
目
二
十
四
番
三
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
八
次
建
築
協
定
委
員
長 

藤 

野 

博 

通 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
二
丁
目
六
百
六
十
四
番
千
百
九
十
五
他
五
十
四
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
三
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
九
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
二
丁
目
七
番
六
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
九
次
建
築
協
定
委
員
長 

菊 

地 

篤 

史 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
二
丁
目
千
五
百
十
五
番
四
百
二
十
八
他
八
十
一
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
四
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
十
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
二
丁
目
六
番
九
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
十
次
建
築
協
定
委
員
長 

穐 

山 
 

 

豊 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
二
丁
目
千
五
百
十
五
番
五
百
五
他
九
十
四
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
五
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
十
一
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
鳩
ケ
丘
一
丁
目
一
番
六
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
十
一
次
建
築
協
定
委
員
長 

齋 

藤 

浩 

幸 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
鳩
ケ
丘
一
丁
目
千
四
百
八
十
六
番
四
十
七
他
四
十
四
筆 

 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
六
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
十
一
次
テ
ラ
ス
ハ
ウ
ス
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
二
丁
目
二
番
十
三
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
十
一
次
テ
ラ
ス
ハ
ウ
ス
建
築
協
定
委
員
長 

本 

水 

曜 

子 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
二
丁
目
六
百
六
十
四
番
九
百
三
十
七
他
八
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
七
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
十
二
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
二
丁
目
五
番
三
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
十
二
次
建
築
協
定
委
員
長 

川 

尻 

幸 

雄 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
二
丁
目
千
四
百
八
十
六
番
百
八
十
六
他
百
二
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
八
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
十
三
、
十
四
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
一
丁
目
二
十
番
二
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
十
三
、
十
四
次
建
築
協
定
委
員
長 

東 

郷 
 

 

敦 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
一
丁
目
千
四
百
八
十
六
番
三
百
六
十
六
他
八
十
九
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
九
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
十
五
、
十
六
、
十
七
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
三
丁
目
十
四
番
十
四
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
十
五
、
十
六
、
十
七
次
建
築
協
定
委
員
長 

稲 

葉 

征 

夫 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
三
丁
目
千
四
百
八
十
六
番
三
百
九
十
他
百
六
十
八
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
十
八
、
十
九
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
三
丁
目
九
番
二
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
十
八
、
十
九
次
建
築
協
定
委
員
長 

坂 

口 

洋 

一 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
三
丁
目
六
百
六
十
四
番
千
一
他
百
五
十
四
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
一
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
十
五
次
テ
ラ
ス
ハ
ウ
ス
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
一
丁
目
七
番
二
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
十
五
次
テ
ラ
ス
ハ
ウ
ス
建
築
協
定
委
員
長 

金 

子 
 

 

享 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
一
丁
目
千
四
百
八
十
六
番
三
百
二
十
六
他
七
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
二
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
二
十
、
二
十
一
、
二
十
二
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
鳩
ケ
丘
四
丁
目
十
一
番
四
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
二
十
、
二
十
一
、
二
十
二
次
建
築
協
定
委
員
長 

吉 

田 

康 

晴 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
鳩
ケ
丘
四
丁
目
八
百
六
十
七
番
五
百
六
十
九
他
二
百
三
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
三
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
五
工
区(

一)

建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
鳩
ケ
丘
五
丁
目
八
番
十
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
五
工
区(

一)

建
築
協
定
委
員
長 

岡 

田 

雅 

敏 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
鳩
ケ
丘
五
丁
目
千
四
百
七
十
五
番
十
三
他
百
二
十
三
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
四
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
四
工
区
及
び
第
五
工
区(

二)

建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
鳩
ケ
丘
二
丁
目
十
二
番
十
三
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
四
工
区
及
び
第
五
工
区(

二)

建
築
協
定
委
員
長 

石 

井 

郁 

也 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
鳩
ケ
丘
一
丁
目
千
四
百
四
十
三
番
二
百
五
十
他
二
百
七
十
九
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
五
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
八
十
街
区
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
二
丁
目
三
番
九
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
八
十
街
区
建
築
協
定
委
員
長 

鈴 

木 

義 

哉 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
楓
ケ
丘
二
丁
目
千
五
百
十
五
番
五
百
二
十
六
他
十
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
六
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
七
工
区(

二)

建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
二
丁
目
八
番
三
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
七
工
区(

二)

建
築
協
定
委
員
長 

津 

田 

朋 

子 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
二
丁
目
千
四
百
八
十
六
番
七
百
一
他
七
十
二
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
七
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
六
工
区(

一)

・(

三)

、
第
七
工
区(

三)

・(

四)

建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
一
丁
目
四
番
十
七
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
六
工
区(

一)

・(
三)
、
第
七
工
区(

三)

・(

四)

建
築
協
定
委
員
長 

福 

田 

龍 

次 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
一
丁
目
千
四
百
八
十
六
番
五
百
八
十
六
他
百
五
十
四
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
八
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
百
七
十
四
街
区
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
三
丁
目
一
番
四
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
百
七
十
四
街
区
建
築
協
定
委
員
長 

大
久
保 

三
枝
子 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
三
丁
目
七
百
九
十
五
番
二
百
三
十
三
他
六
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
九
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
二
百
六
街
区
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
鳩
ケ
丘
三
丁
目
十
五
番
四
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
二
百
六
街
区
建
築
協
定
委
員
長 

和 

田 
 

 

昇 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
鳩
ケ
丘
三
丁
目
八
百
六
十
七
番
五
百
七
十
一
他
六
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
十
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
二
十
五
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
鳩
ケ
丘
一
丁
目
十
四
番
五
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
二
十
五
次
建
築
協
定
委
員
長 

山 

脇 

悦 

子 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
鳩
ケ
丘
一
丁
目
千
四
百
四
十
三
番
五
百
二
他
五
十
四
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
十
一
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
二
十
六
次
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
四
丁
目
十
七
番
一
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
二
十
六
次
建
築
協
定
委
員
長 

杉 

山 

克 

己 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
四
丁
目
千
四
百
七
十
五
番
百
七
十
九
他
二
百
九
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
十
二
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
二
十
七
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
三
丁
目
二
十
五
番
五
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
二
十
七
建
築
協
定
委
員
長 

関 

根 

清 

隆 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
三
丁
目
千
百
四
十
七
番
八
他
八
十
一
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
十
三
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
二
十
八
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
二
丁
目
十
八
番
十
八
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
二
十
八
建
築
協
定
委
員
長 

市 

川 

雅 

巳 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
二
丁
目
千
四
百
八
十
六
番
七
百
十
六
他
十
七
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
十
四
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
二
十
九
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
一
丁
目
三
番
十
一
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
二
十
九
建
築
協
定
委
員
長 

石 

坂 

照 

代 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
一
丁
目
千
四
百
八
十
六
番
七
百
五
十
一
他
二
十
六
筆 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
十
五
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築

協
定
の
廃
止
を
認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

井 
 

 

穣 
 

 
 

一 

建
築
協
定
の
名
称 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
三
十
建
築
協
定 

二 

建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
者
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事 

 
 

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
） 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
三
丁
目
二
十
九
番
七
号 

 
 

鳩
山
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
第
三
十
建
築
協
定
委
員
長 

脇 

田 

信
一
郎 

三 

建
築
協
定
区
域 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
松
ケ
丘
三
丁
目
千
百
四
十
七
番
六
十
五
他
八
筆 
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